
ププララススチチッックク製製容容器器包包装装のの見見分分けけ方方・・出出しし方方  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３．中身（商品）を使用（消

費）した場合に、不要に

なるものですか。 

２．商品の入っていた容器

又は商品を包んでいた

包装ですか。 

１．プラスチック製ですか。 

４．それは、「プラスチック製容器包装」です。 

＜はい＞ 

＜いいえ＞ 

「可燃ごみ」又は、各「資

源ごみ」として出してくだ

さい。 

（例）紙製ﾖｰｸﾞﾙﾄ容器（可燃） 

   ｽﾁｰﾙ製容器（空き缶類） 

   ビン製容器（空き瓶類）    

「廃プラスチック」として出

してください。 

（例）バケツ、筆箱、ＣＤ、 

   かばん 

＜商品そのもの＞ 

「廃プラスチック」として出

してください。 

（例）カセットテープケース、 

   クリアケース 

   ＜商品そのもの＞ 

汚れが落とし難いものは、

「可燃ごみ」などとして出し

てください。（衛生面で判断） 

（例）マヨネーズ容器（可燃） 

   食用油ボトル（廃プラ） 

＜いいえ＞ 

＜いいえ＞ 

＜はい＞ 

＜はい＞ 

５．軽く水で洗って、汚れ

を取り除くことができま

すか。 

６．汚れを取り除いてから「プラスチック製容器包装類」として出

してください。 

（持ち運び用の袋（プラスチック製の袋）ごと収集容器に入れても構いません。） 

＜はい＞ 

＜いいえ＞ 


